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令和６年度第５回逗子市総合計画審議会 
2024年（令和６年）11月 27日 

総合計画及び総合戦略における数値目標等の評価基準の見直し案 

 

 

１．進捗状況評価について 

総合計画の節ごとに設定している数値目標、具体的施策ごとに設定している重要業績評価指

標（KPI）及び総合戦略の基本目標ごとに設定している数値目標について、次のとおり３段

階で「進捗状況評価」（自己評価）を行う。 

Ａ：順調である 

Ｂ：概ね順調であるとみなせる 

Ｃ：順調であるとみなせない 

 

２．進捗状況評価の評価基準について 

次の基準に沿って、進捗状況評価を行う。 

（１）定量的な目標について 

評価年度の想定目標に対し、次のとおり進捗状況に応じた評価を行う。 

   Ａ：進捗状況 100％以上 

   Ｂ：進捗状況 70％～99％ 

ただし、計画通りに進捗しておらず、翌年度でも遅れが取り戻せない場合はC 

   Ｃ：進捗状況 70％未満 

 

（２）定性的な目標について 

評価年度の想定目標に対し、次のとおり進捗状況に応じた評価を行う。 

Ａ：計画通りに進捗している 

   Ｂ：全てが計画通りには進捗していないが、翌年度には遅れが取り戻せる 

   Ｃ：計画通りに進捗しておらず、翌年度でも遅れが取り戻せない 

 

 


